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警察署協議会からの答申等に対する措置結果の報告

議事要旨 「アクティブ交番の効果的運用について」

１ 答申

・ アクティブ交番を開設する日時場所を様々な手段で広報する。

・ アクティブ交番開設時における来訪者のプライバシーを保護するためパーテーション等の

設置を考える。

・ アクティブ交番開設後、新たな問題提起があれば速やかに改善する。

・ アクティブ交番がどの時間帯に何処に居るのか掲示板を設けて告知する。

２ 措置結果

・ アクティブ交番の設置場所、設置時間は、神奈川県警察本部及び厚木警察署のホームぺー

ジを利用し、１か月分を掲載した。

アクティブ交番のチラシを相川公民館内の展示スペース、旧酒井交番の掲示板、統合先の

旭町交番の掲示板、厚木警察署庁舎の屋外掲示に開設日時場所とともに掲示した。

・ アクティブ交番において受け付ける相談への対応については、プライバシー保護や、相談

内容の保秘の徹底が必要であることから、相談内容に応じて警察署へ行くなどの対応を行う。

・ アクティブ交番に関する問合せについては、警察本部の主管部門を交えるなどして対応す

る。

・ アクティブ交番がどの時間帯にどこに居るのか前記掲示板で告知する。交番の日や１１０

番の日などのイベントやキャンペーンに加えて、小中学校の登下校時間帯における見守り活

動等の機会を積極的に設け、アクティブ交番の運用状況を説明するなどして、周知を図る。

諮問

特殊詐欺被害防止対策について

答申



・ 特殊詐欺被害防止キャンペーン等で、従来とは違う人目を引くような情報発信の在り方を

再検討する。

・ 自治会や各種団体の中だけではなく、個人間でも仲間を作り、特殊詐欺被害防止の情報共

有をする。

・ 午前中のスーパーマーケット等に出向き、主婦や老人を対象に特殊詐欺被害防止のチラシ

を配布する。

・ 世代ごとに対象となる詐欺の手口を分析し対策をする。

・ 防災無線をもっと活用し特殊詐欺被害防止の広報を行う。

業務説明

令和５年１月から３月までの業務推進結果及び令和５年４月から６月までの業務推進重点につ

いて説明した。


